
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山県産業廃棄物処理施設審査会 

関 連 規 程 集 



○富山県付属機関条例  

平成26年３月26日 

富山県条例第２号 

富山県附属機関条例を公布する。 

 

   富山県附属機関条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第 138条の４第３項及び第 202条の３第１項の規定に基

づき、執行機関の附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （設置） 

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる機関を置き、その所掌事務及び委員の定

数は、同表に定めるとおりとする。 

 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その

属する執行機関の規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

１ 知事の附属機関 

名称 所掌事務 委員の定数 

富山県公共事

業評価委員会 

県が実施する公共事業の評価について調査審議し、及び

知事に意見を述べる事務 

７人以内 

とやま21世紀

水ビジョン推

進会議 

県の水資源対策に係る計画の策定及び当該計画の実施

の推進並びに水源地域の保全に関する重要事項の調査

審議に関する事務 

20人以内 

富山県産業廃

棄物処理施設

審査会 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第 

137号）第15条の２第３項（同法第15条の２の６第２項

において準用する場合を含む。）の規定による諮問に応

じて調査審議し、及び知事に意見を述べる事務 

10人以内 

 

新川地域医療

推進対策協議

会 

魚津市、黒部市、入善町及び朝日町を対象として定める

地域医療に係る計画の策定、当該計画の実施の推進その

他地域医療の推進に関する重要事項の調査審議に関す

る事務 

25人以内 

富山地域医療

推進対策協議

会 

富山市、滑川市、舟橋村、上市町及び立山町を対象とし

て定める地域医療に係る計画の策定、当該計画の実施の

推進その他地域医療の推進に関する重要事項の調査審

議に関する事務 

25人以内 

 

高岡地域医療

推進対策協議

会 

高岡市、氷見市及び射水市を対象として定める地域医療

に係る計画の策定、当該計画の実施の推進その他地域医

療の推進に関する重要事項の調査審議に関する事務 

25人以内 



砺波地域医療

推進対策協議

会 

砺波市、小矢部市及び南砺市を対象として定める地域医

療に係る計画の策定、当該計画の実施の推進その他地域

医療の推進に関する重要事項の調査審議に関する事務 

25人以内 

富山県歯科技

工士国家試験

委員会 

歯科技工法の一部を改正する法律（昭和57年法律第１号

）附則第２条第１項の規定による歯科技工士国家試験の

実施に関する事務 

10人以内 

富山県健康づ

くり県民会議 

県の健康増進計画の策定、当該計画の実施の推進その他

健康づくりの推進に関する重要事項の調査審議に関す

る事務 

30人以内 

富山県自殺対

策推進協議会 

県の自殺対策に係る計画の策定、当該計画の実施の推進

その他自殺対策に関する重要事項の調査審議に関する

事務 

21人以内 

富山県周産期

保健医療協議

会 

県の周産期保健医療に係る計画の策定、当該計画 

の実施の推進その他周産期保健医療に関する重要事項

について調査審議し、及び知事に意見を述べる事務 

14人以内 

 

富山県肝炎認

定協議会 

富山県肝炎治療特別促進事業の対象となる者の認定に

ついて調査審議し、及び知事に意見を述べる事務 

７人以内 

富山県科学技

術会議 

県の科学技術の振興に係る計画の策定、当該計画の実施

の推進その他科学技術の振興に関する重要事項につい

て調査審議し、及び知事に意見を述べる事務 

25人以内 

富山県入札監

視委員会 

県が発注する建設工事に係る入札及び契約の手続の運

用に関する重要事項について調査審議し、及び知事に意

見を述べる事務 

５人以内 

富山県入札契

約適正化検討

委員会 

県が発注する建設工事等に係る入札及び契約に関する

制度の適正化に関する重要事項について、知事の諮問に

応じて調査審議し、及び知事に意見を述べる事務 

７人以内 

富山県特定調

達苦情検討委

員会 

県が行う調達であって、世界貿易機関を設立するマラケ

シュ協定附属書４の政府調達に関する協定の対象とな

るものに関係する供給者からの苦情について調査審議

する事務 

３人 

２ 教育委員会の附属機関 

名称 所掌事務 委員の定数 

富山県転任等

審査委員会 

教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条の２第

１項及び第４項の規定による認定並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）

第47条の２第２項の規定による判断に関し、教育委員会

の諮問に応じて調査審議し、及び教育委員会に対して答

申する事務 

10人以内 

 



○富山県産業廃棄物処理施設審査会規則 

平成26年３月26日 

富山県規則第13号 

富山県産業廃棄物処理施設審査会規則を次のように定め、公布する。  

 

   富山県産業廃棄物処理施設審査会規則  

 （趣旨）  

第１条 この規則は、富山県附属機関条例（平成26年富山県条例第２号）第３条の規定に基

づき、富山県産業廃棄物処理施設審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。  

 

 （委員）  

第２条 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。  

 

 （任期等）  

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務

を行うものとする。 

 

 （会長） 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。  

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。  

 

 （会議）  

第５条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。  

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。  

 

 （庶務）  

第６条 審査会の庶務は、生活環境文化部において処理する。  

 

 （細則）  

第７条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に

諮って定める。  

 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この規則は、公布の日から施行する。  

（委員の任期の特例）  

２ この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第３条第１項本文の規定にかかわら

ず、平成27年10月31日までとする。 


